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富山県議会告示第１号 

   富山県政務活動費の交付に関する規程の一部改正について 

 富山県政務活動費の交付に関する規程（平成13年富山県議会告示第１号）の一部 

を次のように改正する。 

  平成28年12月16日 

                  富山県議会議長 大  野  久  芳  

 第４条中「会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等」を 

「条例第９条第３項に規定する証拠書類の写し」に、「第９条」を「第９条第１項 

及び第２項」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成29年１月１日から施行し、この告示による改正後の富山県政務 

活動費の交付に関する規程の規定は、平成28年４月１日以降に交付する政務活動費 

から適用する。 

（議・総務課）  
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